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社会保障関係の検討項目に係る改革の進め方（案）について
（負担能力に応じた公平な負担・給付の適正化、年金、生活保護等）

検討項目 関連施策の概要、検討・実施時期等 留意点

㊸生活困窮者自立支援制度の着実な
推進

生活困窮者自立支援制度については、平成27年４月１
日より全国で新たな仕組みとして施行されたところであり、
包括的な取組が全国で着実に実施されるよう、推進して
いく必要がある。
平成28年度予算要求においては、推進枠を活用し

○都道府県における就労訓練アドバイザーの配置、生
活困窮者が従事可能な業務の切り出しによる生産性の
向上等に係る調査研究などにより就労訓練事業所の開
拓・育成の取組を強力に推進
○生活困窮者等の就労を推進するため、民間団体のノ
ウハウ活用による農業体験や研修を実施し、生活困窮
者等の就農や社会参加促進の支援
○生活困窮世帯の子どもを支援するため、学習支援事
業について高校中退防止等及び家庭訪問の取組の強
化
をすることとしている。

－

Ａ．実施段階にある項目

厚生労働省
提出資料②

資料４



検討項目 関連施策の概要、検討・実施時期等 留意点

㉗公的保険給付の範囲や内容につい
て適正化し、保険料負担の上昇等を
抑制するための検討

(ⅱ)医薬品や医療機器等の保険適用
に際して費用対効果を考慮すること
について平成28年度診療報酬改定
において試行的に導入した上で、速
やかに本格的な導入を目指す

・費用対効果評価について、中医協において、評価対象
の選定方法や評価結果の活用方法等の検討を行い、平
成28年度に試行的導入を実施。
・本格的な導入に向けて、中医協における議論を継続。
・なお、費用対効果の本格的な導入に当たっては、十分
な体制の整備（予算、組織・定員等）が必要。

－

㉗
(ⅳ)市販類似薬に係る保険給付につ
いて見直しを検討

・市販品類似薬の保険給付のあり方について、骨太方針
2015を踏まえ、本年10月からの医療保険部会等で関係
者の意見を聞きながら検討。
・市販品類似薬を含めた医薬品の適正給付の観点から、
残薬を削減すること等の方策について、今後、中医協に
おいて検討。
・なお、特定の医薬品の保険給付からの除外は、患者の
負担増に国民の理解が得られるか、必要な医療が提供
できるか、より高額の薬剤が使用されないかなどの課題
に留意が必要。

－

㊵就労支援を通じた保護脱却の推進
のためのインセンティブ付けの検討
など自立支援に十分取り組む

就労支援については、平成27年度から新たに必須事
業化された被保護者就労支援事業の着実な推進や、就
労意欲の低下などにより直ちに就労することが困難な者
に対して、一般就労に従事するための準備を行う被保護
者就労準備支援事業を実施してきたところであるが、加
えて、生活困窮者等に対して、農業体験等を実施するこ
とにより、就農を含めた就労支援を推進する（推進枠で
予算要求中）。
また、昨年度から就労自立給付金の支給や平成25年

度からの勤労控除の見直しなど、受給者に対し就労のイ
ンセンティブを与える取組を行っているところであり、これ
らの取組の実施状況等も踏まえて、検討を進める予定で
ある。

生活保護制度については、平成
29年度の次期生活扶助基準の
検証にあわせて、制度全般につ
いて見直すこととしているため
（項目42参照）、基本的には、全
体の見直しの中で検討。
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Ｃ．平成２８年度予算案関連の項目（見込みを含む）



検討項目 関連施策の概要、検討・実施時期等 留意点

㊶生活保護の適用ルールの確実かつ
適正な運用、医療扶助をはじめとす
る生活保護制度の更なる適正化

生活保護の適用ルールの確実かつ適正な運用について
は、生活保護制度について国民の理解が得られるよう、
適正な対応により不正受給を防止する必要があるため、
自治体に対し、指導監査の場面や全国会議等を通じて、
引き続き適切な運用の周知徹底を図っていく。
なお、現行制度の見直しについては、平成25年の生活

保護法の改正において、福祉事務所の調査権限の拡大
等、適正な保護の実施のための規定を盛り込んだところ
であり、まずはこうした取組の施行状況等を把握すること
が必要であると考えている。
医療扶助の適正化については、後発医薬品の使用促

進に関して、平成27年度から新たに７５％を目標として、
自治体が後発医薬品の使用促進計画を策定するなどの
取組を推進しているところであり、さらに医療保険制度全
体の動きを踏まえつつ、必要に応じて当該数値目標の
見直しも検討することとしている。
また、医療扶助における不適切な頻回受診や重複処

方について更なる適正化を推進するため、地域の薬局
や訪問看護ステーションと連携した適正受診指導や服薬
指導等を推進する。（推進枠で予算要求中）。

生活保護制度については、平成
29年度の次期生活扶助基準の
検証にあわせて、制度全般につ
いて見直すこととしているため
（項目42参照）、基本的には、全
体の見直しの中で検討。

㊹雇用保険の国庫負担の当面の在り
方の検討

雇用保険の国庫負担は、雇用対策に係る国の責任に基
づくものという考えにより、原則25％の負担が定められて
いる。現在の国庫負担の割合は、平成19年改正により
本来の割合から暫定的にその55％（13.75％）に引き下げ
られているが、その後の平成23年改正において、「雇用
保険の国庫負担については、引き続き検討を行い、でき
るだけ速やかに、安定した財源を確保した上で（中略）国
庫負担に関する暫定措置を廃止するものとする」（雇用
保険法附則第15条）とされた。国庫負担の在り方につい
ては、こうした国会の意思や経済雇用情勢の好転、雇用
保険財政の状況、公労使での議論（具体的には労働政
策審議会での議論）等を踏まえて検討していく予定。

労働政策審議会（雇用保険部
会）や財政制度等審議会等にお
いては、労使ともに国庫負担を維
持又は本則復帰すべきと主張し
ている。また、現行の雇用保険法
附則第15条を規定した平成23年
改正は全会一致で成立しており、
仮に国庫負担を引き下げる場合
は法律の改正が必要となり、関
係者の大きな反発が予想される。
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検討項目 関連施策の概要、検討・実施時期等 留意点

㉔世代間・世代内での負担の公平を
図り、負担能力に応じた負担を求め
る観点からの検討

(ⅰ)高額療養費制度の在り方

・骨太方針2015を踏まえ、本年10月からの医療保険部会
等で関係者の意見を聞きながら検討。
・なお、患者の負担増に国民の理解が得られるか、必要
な医療が確保されるか等の課題に留意が必要。

－

㉔
(ⅱ)医療保険における後期高齢者の
窓口負担の在り方

・骨太方針2015を踏まえ、本年10月からの医療保険部会
等で関係者の意見を聞きながら検討。
・なお、患者の負担増に国民の理解が得られるか、必要
な医療が確保されるか等の課題に留意が必要。

－

㉔
(ⅲ)高額介護サービス費制度の在り
方

高額介護サービス費制度の在り方については、本年８月
から現役並所得者（課税所得145万円以上）に係る自己
負担額の上限を引き上げた（37,200円→44,400円）ところ
であり、施行状況も踏まえつつ、今後の在り方を検討す
る。

－

㉔
(ⅳ)介護保険における利用者負担の
在り方等

介護保険における利用者負担の在り方等については、
本年８月から一定以上所得者（合計所得金額160万円以
上）の自己負担割合を２割に引き上げたところであり、施
行状況も踏まえつつ、今後の在り方を検討する。

－

㉕現役被用者の報酬水準に応じた保
険料負担の公平を図るための検討
(ⅰ)介護納付金の総報酬割
(ⅱ)その他の課題

後期高齢者支援金の全面報酬割の検討状況を踏まえて
検討することとされており、今後、次期制度改正に向け
た議論を開始。

－

㉖医療保険、介護保険ともに、マイナ
ンバーの活用等により、金融資産等
の保有状況を考慮に入れた負担を
求める仕組みについて検討

・金融資産等を考慮した負担の在り方については、平成
30年度以降の預貯金等へのマイナンバーの付番状況等
も踏まえながら今後検討。
・なお、マイナンバー法改正法で、口座へのマイナンバー
の付番が予定されているが、顧客からの告知は任意で
あり、網羅的に把握する仕組みとはならないことに留意
が必要。

－

D．検討時期・実施時期を今後検討し、明らかにしていく項目



検討項目 関連施策の概要、検討・実施時期等 留意点

㉗公的保険給付の範囲や内容につい
て適正化し、保険料負担の上昇等を
抑制するための検討
(ⅰ)次期介護保険制度改革に向け、
軽度者に対する生活援助サービス
等やその他の給付について、給付の
見直しや地域支援事業への移行を
含め検討

・平成26年の介護保険法改正に基づき、要支援者に対
する訪問介護・通所介護の保険給付を見直し、平成29年
４月から全ての市町村で、多様な担い手による多様な
サービスで行う介護予防・日常生活支援総合事業に移
行することとしており、先進事例を収集、分析するととも
に、市町村職員に対する説明会を開催すること等により
円滑な移行を促進。これに加え、今後の制度改正でどの
ような対応が可能か検討していく。
・軽度者のサービスの利用状況等について調査を行い、
実態を踏まえつつ、今後の在り方を検討する。

－

㉗
(ⅱ)医薬品や医療機器等の保険適用
に際して費用対効果を考慮すること
について平成28年度診療報酬改定
において試行的に導入した上で、速
やかに本格的な導入を目指す

（再掲） －

㉗
(ⅲ)生活習慣病治療薬等について、費
用面も含めた処方の在り方等の検討

・生活習慣病治療薬等の処方の在り方等について、骨太
方針2015を踏まえ、本年10月からの医療保険部会等で
関係者の意見を聞きながら検討。
・なお、医薬品や医療機器等の保険適用に際する費用
対効果評価の検討をしており、平成28年度からの試行
的導入の状況も踏まえる必要。

－

㉗
(ⅳ)市販類似薬に係る保険給付につ
いて見直しを検討

（再掲） －

㉗
(ⅴ)不適切な給付の防止の在り方に
ついて検討等

・診療報酬のレセプト審査において、電子化されたレセプ
トを活用して、患者ごとに複数月のレセプトを名寄せ・照
合した点検（縦覧点検）や、医科・歯科レセプトと調剤レ
セプトを患者単位で照合した点検（突合点検）を行うこと、
コンピュータチェックを行うことなどにより、効果的・効率
的な審査に取り組んでいる。
・保険医療機関に対する指導監査及び適時調査につい
て、見直しを検討する。

－
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検討項目 関連施策の概要、検討・実施時期等 留意点

㊴社会保障改革プログラム法等に基
づく年金関係の検討

(ⅰ)マクロ経済スライドの在り方

年金部会において、将来世代の給付水準を確保する観
点からは、マクロ経済スライドによる調整が極力先送りさ
れないよう工夫することが重要となるという認識について、
概ね共有された。これを踏まえ、年金額の改定のルール
の見直しについて、必要な制度改正ができるよう準備を
進めている。

－

㊴
(ⅱ)短時間労働者に対する被用者保
険の適用範囲の拡大

○年金部会における議論を踏まえ、平成２８年１０月から
実施される適用拡大の施行に合わせて中小企業にも適
用拡大の途を開くため、必要な制度改正ができるよう準
備を進めている。
○平成28年10月からの適用拡大の施行状況や影響等を
勘案して、更なる適用拡大に向けた検討を進める。

社会保障・税一体改革の中で平
成24年に成立した「機能強化法」
により、まずは一定の短時間労
働者に対する適用拡大について、
平成28年10月から実施することと
しており、施行後３年以内に「検
討を加え、その結果に基づき、必
要な措置を講ずる」旨の規定が
同法に置かれている。

㊴
(ⅲ)高齢期における職業生活の多様
性に応じた一人ひとりの状況を踏ま
えた年金受給の在り方

年金部会において、65歳までは働くことを標準とした場
合の制度設計の在り方、65歳以降も年齢に関わりなく多
様な働き方での就労機会が拡大していくことを前提とし
た就労と年金受給の選択肢の拡大について検討を行っ
たところであり、引き続き、高齢者雇用の議論や安定財
源の確保等にも留意しつつ検討を進める。

－
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検討項目 関連施策の概要、検討・実施時期等 留意点

㊴
(ⅳ)高所得者の年金給付の在り方を
含めた年金制度の所得再分配機能
の在り方及び公的年金等控除を含
めた年金課税の在り方の見直し等

年金部会の議論の整理にもあるように、高所得者の年
金給付の在り方については、年金制度だけではなく、年
金に係わる税制、福祉制度などを含めた全体の視点か
ら、幅広い議論が必要。

・政府提出の年金機能強化法案
に盛り込まれていた高所得者に
対する年金額の調整は、３党協
議の結果、衆議院の修正で削除
された経緯がある。

・また、個人所得課税について
「総合的かつ一体的に税負担構
造の見直しを行う」とされている
骨太の方針等を踏まえ、今後、
政府税制調査会において、年金
課税のあり方を含めて多様な論
点を整理し、幅広く丁寧な国民的
議論が進められるものと承知して
いる。

㊵就労支援を通じた保護脱却の推進
のためのインセンティブ付けの検討
など自立支援に十分取り組む

（再掲） －

㊶生活保護の適用ルールの確実かつ
適正な運用、医療扶助をはじめとす
る生活保護制度の更なる適正化

（再掲） －
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検討項目 関連施策の概要、検討・実施時期等 留意点

㊷平成29年度の次期生活扶助基準の
検証に合わせた年齢、世帯類型、地
域実態等を踏まえた真に必要な保護
の在り方や更なる自立促進のための
施策等、制度全般について予断なく
検討し、必要な見直し

生活扶助基準については、定期的に検証を行うことと
しており、次期検証（平成29年度検証、30年度反映）にお
いては、一般低所得世帯の消費実態などについて、きめ
細かく検証し、基準のあり方について、予断なく検討する
こととしている。
また、保護のあり方や自立促進のための施策など制度

全般については、改正生活保護法で制度化された就労
支援や適正化等の取組の効果等、施行状況を予断なく
検証しながら、予算や運用等での取組の強化が可能な
ものは随時実施しつつ、平成29年度に向けて必要な見
直しの検討を進めることとしている。

－

㊹雇用保険の国庫負担の当面の在り
方の検討

（再掲） －
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